大津市任期付職員の勤務条件について
【職種：幼稚園講師】

1　職種　　幼稚園講師

2　業務内容
　○ 幼稚園の保育業務
　　（1）学級担任　　（2）特別支援教育担当
　いずれも
・保育業務及びそれに付随する事務、教材環境整備、会議、研修会の参加等
　　　　尚、（２）については、預かり保育時における対象児への支援も業務に含む

3　勤務条件
	任用期間
	令和８年４月1日から令和９年３月３１日（予定）まで
※採用から３年以内の範囲で任期を更新することがあります。
※採用後６ヶ月を条件付とし、良好な成績で勤務して初めて正式採用されます。

	勤務地
	大津市立幼稚園　２８園のうちいずれか

	勤務日
	週５日（月曜日～金曜日）

	休日
	土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日）

	休暇
	年次休暇（有給）
1月1日に在職する職員には、１の年につき20日、年の途中において新たに採用された職員にはそれに応じた日数が付与される。（4月採用の場合は、15日付与）
病気休暇・・・９０日以内
忌引・・・正規職員に準ずる。
その他、休暇・休業制度については、正規職員に準ずる。

	勤務時間
	・週３８時間４５分勤務（１日７時間４５分×週５日）
８時４０分～１７時１０分　休憩４５分　
※預かり保育の状況により、８時３０分から、１７時３０分の間で、勤務時間を変更することがあります。

	給与
	初任給月額（教職調整額、地域手当を含む。）
短大卒　239,900円程度 、大卒　253,400円程度
経歴等に応じて上記に一定の額が加算されることがあります。最高額は、299,000円程度 です。

	諸手当
	期末・勤勉手当支給割合・・・年間　4.65ヶ月分　（ただし、一定条件あり）
６月　2.325ヶ月　　支払日　　６月３０日　
　　　　　　　　　　　　　　１２月　2.325ヶ月　　支払日　１２月１０日
※上記の他に、通勤手当、期末・勤勉手当、扶養手当、住居手当等が支給条件に応じて支給されます。

	社会保険
	健康保険、共済年金保険

	災害補償
	公務上の災害又は通勤による災害についての補償制度あり

	服務
	地方公務員法の「分限・懲戒」及び「服務」の規程が適用されます。

	その他
	給与等支給日：当月２０日
※引き続き６ヶ月以上勤務した場合は、退職手当が支給されます。



